令和７年度徳島セレクト商品開発実践事業　参加事業者募集要項

１　事業の目的
　　本事業は、県内中小企業等がアドバイザーやデザイナー等の講師の手を借りて、競争力のある魅力的な新
商品（加工食品）の開発を行い、国内外へのプロモーション活動等に取り組むことで、県産品の販路拡大に
つながることを目的としています。

２　事業の内容
　　県内食品関連産業の事業者による消費者のニーズや販売先の拡大などの視点を取り入れた、付加価値の高い商品開発の取組みを支援します。

　（１）講座の開催
　　　①　専門的な知識や実績を有する講師による講座を５回開催します。
　　　②　参加事業者には全ての講座に参加いただきます。
　　　③　講座の中で、付加価値の高い商品の開発に取り組んでいただきます。

　　＜連続講座内容（予定）＞
　　　現時点での予定ですので、内容、終了時間等が変更となる場合があります。
　　　第１回　令和７年９月１２日（金）	１３：００～１７：００　　　
①全てはお客様の「不」の解決から
②ブランドとデザインの基礎知識
③個別相談
　　　第２回　令和７年１０月１０日（金）	１３：００～１７：００　　　
①商品開発は、俯瞰視点力を含む気づく力で大きく差が出る。
②方向性設定：デザインの指針を共有する
③個別相談
　　　第３回　令和７年１１月１４日（金）	１３：００～１７：００　　　
①会社の経営理念と自己理念のベクトルの先に見えてくること。
②視覚表現：写真とデザインの効果を理解する
③個別相談
　　　第４回　令和７年１２月２６日（金）	１３：００～１７：００　　　
①商品実現力とお客様に伝える力を磨き込む
②アウトプット：デザインの制作の講評
③個別相談
　　　第５回　令和８年１月２８日（水）	13:00～１７：００　　　
①前４回の講座のまとめと振り返り
②最終発表：成果発表と今後

　（２）商品開発支援
　　　全５回の講座に沿って、商品開発を支援します。参加事業者は、講師等のアドバイスを受けながら、期間中に１商品、既存商品のリニューアルやパッケージ変更含めた新商品の開発を行ってもらいます。

３　参加費等
　　無料
　　　※旅費、商品開発に伴う経費、サンプル費、パッケージ制作費用等は、自己負担です。

４　応募資格
　　応募は次に掲げる条件を全て満たした者に限ります。
　　①　徳島県内に事業所を有する中小事業者等（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に
　　　 規定する中小企業者・小規模企業者（個人事業者を含む）とする。
　　②　食品製造業・食品加工業として、商品を生産、製造又は販売している者。
　　③　自社の課題を踏まえ、その解決策として本事業に取り組む意欲のある者。
　　④　講師等と主体的に交流し、競争力のある魅力的な新商品の開発等に意欲のある者。
　　⑤　自社の魅力発信や新たな販路開拓に意欲のある者。
　　⑥　本事業の目的を的確に実施するための人材及び経営基盤を有する者。
　　⑦　本事業を円滑に実施するため、複数以上の社内体制が整備できる者。
　　⑧　徳島県税の未納がない者。
　　⑨　申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しない者。

５　新商品開発の対象
　　・加工食品
　　・新規商品開発（ただし、開発途中商品や既存商品の改良を含める。）
　　・空港等で注目される特徴ある商品

６　応募手続き
　（１）　募集事業者数
　　　　５事業者
　（２）　応募締切
　　　　令和７年８月２９日（金）　必着
　（３）　提出書類
　　　①　応募申請書（様式第１号）　　１部
　　　②　事業者の会社概要及び商品や取組みが分かる資料　　１部
　（４）　応募方法・その他
・（２）の応募締切日時までに「９　問い合わせ先及び提出先」あてに電子メールにより提出してください。提出後は、確認のため必ず電話にてご連絡ください。
　　　　 ・送付メールの表題は、「（事業者名）徳島セレクト商品開発実践事業応募書類」としてください。
　　　　 ・書類の作成や送付等、応募にかかる費用は自己負担です。
　　　　 ・提出いただいた応募書類は、返却しません。なお、応募書類は、本事業の採択に関する審査以外の
　　　　　 目的には使用しません。
　　　　 ・機密保持には十分配慮し、情報等の管理には万全の注意を払います。ただし、申請書類等の受理後の天災その他不慮の事故による破損、損傷、紛失等については、責任を負いませんので、ご了承ください。

７　参加事業者の審査・決定
　（１）　審査方法
　　　　　本事業の受託事業者等関係者による審査を行い、総合的に評価し、参加事業者を決定します。
　（２）　審査基準
　　　　　・応募書類に不備はないか。
　　　　　・応募資格を満たしているか。
　　　　　・本事業で取り組みたい目標や課題が明確か。
　　　　　・競争力のある魅力的な新商品（加工食品）の開発に積極的な意欲があるか。
　　　　　・社内の取り組み体制が整っているか。
　　　　　・今後のビジョンや目的等が明確になっているか。
　（３）　参加事業者の決定及び通知
　　　　　審査結果については、応募者全員に８月中を目途に書面をメールにて通知します。
　　　　なお、不採用となった事業者にも通知しますが、審査の経過や不採用になった理由等に関するご質問
　　　　には応じられませんので、ご了承ください。

８　本事業の受託事業者
　　株式会社Enjin　Plus　(東京都小平市学園東町１－１７－５)

９　問い合わせ先及び提出先
　　〒７７０－８５７０　徳島県徳島市万代町１丁目１番地
　　公益社団法人徳島県産業国際化支援機構　販路開拓・海外進出課
　　担　当　山本　（やまもと）
　　電　話　０８８－６７６－３００１
　　メール　yamamotog@tokushima-bussan.com
